
下関市立大学看護学部履修規程 

令和 6 年 9 月 25 日 

規 程 第 2 3 号 

（目的） 

第１条 この規程は、下関市立大学学則（平成１９年規則第１号。以下「学則」とい

う。）第２６条の２第２項の規定に基づき、下関市立大学看護学部（以下「学部」と

いう。）の授業科目及びその単位数並びに履修方法その他履修に関して必要な事項

を定めることを目的とする。 

（授業科目及び単位数） 

第２条 学部における授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に区別し、その

用語の意義はそれぞれ次の各号に定めるところによる。 

(1) 必修科目 学部の教育上の目的を達成するため、卒業要件として修得を必須と

している授業科目をいう。 

(2) 選択科目 学生の履修目的に応じて任意に選択し、修得単位を卒業要件に算入

する授業科目をいう。 

(3) 自由科目 単位認定できるが卒業要件に算入しない授業科目をいう。 

２ 授業科目並びにその区分、配当年次及び単位数は、別表第１から別表第４までに

定めるとおりとする。 

３ 修得すべき単位数等については、別表第５のとおりとする。 

（セメスター制） 

第３条 学部の授業は、看護研究演習を除き、セメスター制を採用する。 

２ 前項のセメスター制とは、１学年を学期に区分し、集中的に密度の濃い学習を行

い、単位認定を完結させる制度をいうものとする。 

３ 学部で採用するセメスター制度は、春学期及び秋学期の２学期制とする。 

４ 看護研究演習は、通年の科目とする。 

（履修登録） 

第４条 学生は、各学期の定められた期日までに、当該学期に履修する科目を登録し

なければならない。 

２ 学生は、前項の規定により登録した科目について、当該学期の定められた期間に

その登録を取り消すことができるものとする。 

（履修の制限） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する授業科目は、その履修を認めない。 

(1) 履修登録をしていない授業科目 

(2) 単位修得済みの授業科目 

(3) 授業時間が重複する２以上の授業科目 



(4) 学生の当該年次より高学年次に配当されている授業科目 

（履修の上限） 

第６条 履修できる単位数（以下「履修上限単位数」という。）は、各学期２４単位ま

でとする。 

２ 前項に規定する単位のうち看護研究演習については、各学期１単位として計算す

る。 

３ 次の各号に掲げる科目の単位は、履修上限単位数に含めない。 

(1) 別表第２ 教養教育に規定する科目のうちＰＢＬ及び科目区分が外国研修の

科目 

(2) 別表第４ 教育職員免許状取得のための科目に規定する科目 

（履修を要する科目） 

第７条 学部の学生は、アカデミックリテラシーを履修しなければならない。 

（再履修の制限） 

第８条 アカデミックリテラシー及び基礎演習は、再履修することはできない。 

（他学部の専門教育科目の履修） 

第９条 学生は、所属する学部以外の学部が開設する専門教育科目の授業科目を履修

することができる。ただし、所属学部長を経て、当該授業科目を開設する学部長の

許可を受けなければならない。 

２ 前項の規定により履修し、修得した授業科目の単位は、別表第５の他学部専門科

目として６単位を上限に算入することができる。 

（進級要件） 

第１０条 各年次に進級できる要件は、次の各号のとおりとする。 

(1) ２年次への進級 

ア 在学期間が１年間以上であること。 

イ 別表第３のうち、１年次配当の必修科目の単位をすべて修得済みであること。 

(2) ３年次への進級 

ア 在学期間が２年間以上であること。 

イ 別表第３のうち、２年次配当の必修科目の単位をすべて修得済みであること。 

(3) ４年次への進級 

ア 在学期間が３年間以上であること。 

イ 別表第３のうち、３年次配当の必修科目の単位をすべて修得済みであること。 

（臨地実習） 

第１１条 別表第３に定める科目のうち、臨地実習科目の履修要件は次の各号のとお

りとする。 



(1) 基礎看護学実習Ⅱを履修しようとする場合は、ヘルスアセスメント、看護過程

及び基礎看護学実習Ⅰの単位を修得済みであること。 

(2) ３年次配当の臨地実習科目を履修しようとする場合は、別表第３に定める専門

教育科目のうち、３年次配当の必修科目（臨地実習科目を除く。）の単位をすべて

修得済みであること。 

（保健師国家試験受験資格を取得するためのコース） 

第１２条 看護学部に保健師国家試験受験資格を取得するためのコース（以下「保健

師コース」という。）を設置する。 

２ 保健師コースの定員は、１学年につき１５人とする。 

３ 保健師コースの履修を希望する学生は、別に指定する期日までに学部長へ申請し

なければならない。 

４ 保健師コースを履修する学生は、次に掲げる項目を点数化し、次項に規定する審

査委員会の審議を経て、決定する。 

(1) ２年次秋学期までの成績 

(2) 小論文 

(3) 面接 

５ 保健師コースを履修する学生を選考するために、次の各号の委員で構成する審査

委員会を設置する。 

(1) 看護学部長 

(2) 看護学部副学部長 

(3) 公衆衛生看護学を担当する教授のうち学部長が指名する者 １人 

(4) 看護学部教務委員会委員のうち学部長が指名する者 １人 

６ 保健師国家試験受験資格を取得しようとする者は、別表第３に定める専門教育科

目のうち、次に掲げる科目の単位をすべて修得しなければならない。 

(1) 健康行動科学入門  

(2) 健康行動科学方法論  

(3) 公衆衛生看護活動論Ⅰ  

(4) 公衆衛生看護活動論Ⅱ  

(5) 公衆衛生看護活動論Ⅲ  

(6) 疫学・保健統計   

(7) 公衆衛生看護学実習  

(8) 健康政策論   

７ 公衆衛生看護学実習を履修しようとする場合は、前項第１号から第６号までの科

目の単位をすべて修得済みであること。 

（その他） 



第１３条 学生の履修登録等について、この規程に定めのあるもののほか必要な事項

は、別に定める。 

附 則（令和 6 年 9 月 25 日規程第 23 号） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 
















